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背景 
中絶の管理は、稽留流産、妊娠喪失、子宮内胎児死亡を含む人工流産と自然流産のいずれ

においても、必要である。助産師は、安全で質の高い中絶ケアの提供において重要な役割

を果たし、中絶前の評価、治療選択肢に関する情報、紹介、薬剤および処置による中絶、

中絶後および避妊ケアを行う(1-3)。 

安全で包括的な中絶ケアサービスの提供は、女性、女子、性的に多様な人々の性と生殖に

関わる健康（SRH）にとって極めて重要である。世界的な推定によれば、意図しない妊娠

の 61%が中絶となり、15～49 歳の女性 1,000 人当たり中絶が 39 件、年間合計 7330 万件

の中絶があり(4)、その 45%は安全ではない(5)。 

安全でない中絶の割合は、中絶政策の拘束性が高く、スティグマがあり、ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジの普及が限定的であり、女性の包括的な中絶ケアへのアクセスに悪影

響を及ぼしている国において、高いことが明らかとなっている(2,4,6)。中絶を違法とする

ことは、中絶を求める女性の数を減らすことにはならず、却って安全な中絶サービスへの

アクセスを激的に減少させる(2,4)。中絶に伴う合併症は全妊産婦死亡の 8%を占め(7)、安

全でない中絶後の生存者の 4 人に 1 人は、内臓損傷、不妊症、心理的トラウマなどの長期

的な健康への影響に苦しんでいる(6)。妊産婦死亡の原因の誤った分類と過少報告が、世

界的に継続している課題であることを考慮すると(7)、これらの統計は、中絶、特に資格
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のない医療職による安全ではない中絶処置に関連する死亡率と罹患率の真の影響を過小評

価している可能性が高い。 

安全な中絶ケアへのアクセスは、妊産婦の死亡率と罹患率を大幅に減少させ、国際人権法

に基づく性と生殖に関する権利である(2)。 
国家は、安全でない中絶から女性を保護するための様々な措置を講じる必要があり、これ

には制限的な政策を緩和し、女性の要請に応じて質の高いケアを適時に利用できるように

する施策を含む (2)。 

アクセスを向上させるための重要なステップは、提供者の制限を撤廃し、労働力を最大限

活かすことである。これにより、助産師が ICM の「助産実践に必須のコンピテンシー」

(3)と WHO の「包括的な中絶ケアのガイドライン」(2)に従って、包括的な中絶ケアサー

ビスを提供できるようになる。サービス提供の方法は幅広く行う必要があり、ケアに至る

様々な経路を確保する必要がある。これにはサービスへのアクセスを向上させ、女性の健

康を強化し改善させる可能性のある自己管理の支援も含まれる(2,8)。中絶の自己管理*
は、移動、スティグマ、およびプライバシーに対する懸念に関連する障壁を低減する

(2,9)。また、中絶後の避妊の自己管理**は、避妊薬使用の継続性を改善することができる

(2)。 

危機の際には、助産師は性と生殖・妊産婦・新生児・思春期の健康（SRMNAH）のニー

ズに応える唯一の医療専門家であることが多いため、包括的な中絶ケアを求めるすべての

女性とジェンダーの多様な人々をケアする能力を持つ必要がある。 

中絶を非難・制限し、違法化する国では、中絶に関する情報、サービスや製品を提供し、

利用できるようにする助産師やその他の人々は、しばしば敵意、身体的・言語的な攻撃、

脅迫、中傷、脅迫にさらされている。不当な起訴、捜査、逮捕によって有罪となる者もい

る(10)。 

所信声明 
中絶関連のサービスを求める女性は、助産師からケアを受ける権利がある。ケアは、女性

のニーズを尊重し、個別性に応じる必要があり、治療選択肢に関する情報を得る権利、介

入に同意または拒否する権利、さらに尊厳を守る権利は保障しなければならない。ICM
は、ICM の「助産実践に必須のコンピテンシー」(3)および WHO の「中絶ケアのガイド

ライン」(2)に概説されているように、包括的な中絶ケアサービスの提供者として実践範

囲内でケアを提供する助産師を支援する。 
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中絶に関する情報、サービス、製品を提供する助産師は、身体的・精神的な危害を受ける

ことなく、またはそのような危害に対する恐怖を抱くことなく仕事を遂行する権利を有

し、雇用者、保健制度および法制度によって保護されなければならない。 

助産師関連団体への推奨 
ICM は政策立案者に対し、中絶の仲介やサービスを促進または提供する、または中絶に関

する包括的な情報やサービスを求める人々を支援する保健医療専門職を犯罪者として扱う

ことをやめるよう要請する。 

ICM は、政策立案者と出産、性および生殖に関するケアサービスを提供する施設のすべ

ての意思決定者に対し、以下のことを要請する。 

1. 法律および政策に、中絶に関する包括的な情報およびサービスを提供する助産師

の業務に関する権利およびプライバシーを守る権利を保護する措置を含めること

を保証する。 
2. 助産師の人材配置を適正化し、助産師が「助産実践に必須のコンピテンシー」の

定めるすべての業務を遂行でき、合併症に対応できるよう適切な紹介体制を整備

する。 
3. 避妊および包括的な中絶のケアに関して、エビデンスまたは権利に基づく情報を

容易に利用できるようにする。 

ICM は助産師関連団体に対し、以下のことを提唱するよう要請する。 

4. 中絶が犯罪とされる地域における中絶の合法化させ、これには女性、医療従事者

および同伴者に対する制裁の撤廃を含む。 
5. 助産師の実務前の教育および継続的な専門能力開発は、助産師が包括的で安全な

中絶ケアを提供するために必要な知識と技術を確実に習得できるようにするもの

である。 
6. WHO の推奨に基づく包括的な中絶ケアの提供、中絶の自己管理を含むサービス

を実施する。 
7. 中絶の包括的なケアおよび避妊サービスのための必須の医薬品および医療用品へ

のアクセスを改善させる。 
8. 利用しやすく適時に受けられる中絶サービスにより、あらゆる関連する環境にお

いて助産師による中絶ケアを受ける女性の権利を支援する。 
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9. 助産師と産婦人科医との間の専門家間の協力により、保健医療へのアクセスとサ

ービス利用者の満足度を向上させる。 

ICM は、政策立案者と助産師関連団体に対して、以下の問題についても対処するよう要

請する。 

10. セクシャリティを取り巻く偏見に対し、避妊薬への公平なアクセスを確保する。 
11. 意図しないまたは時期を誤った妊娠および中絶を取り巻く偏見とそれによる包括

的な中絶ケアサービスを求め、アクセスでき、受ける女性の能力に及ぼす影響。 
12. 医療従事者による良心的拒否が中絶サービスに及ぼす影響において、ケアへのア

クセスが、医療専門家に接触できないことによって、損なわれたり妨げられたり

しないようにする。 
13. 性別に基づく暴力は意図しない妊娠または時期を誤った妊娠に関連し、さらに女

性、女子、ジェンダーの多様な人々の身体的、心理的、文化的ウェルビーングに

影響を与える。 

ICM は個々の助産師に以下のことを要請する。 

14. 現地の法律および政策の枠組みの中で、包括的な中絶ケアは助産実践の一環であ

ることを認識する。 
15. 女性が強制的なカウンセリング、待機期間、または第 3 者の許可なく中絶を決定

する権利を有することを支持する。 
16. 人権に基づく女性中心のケアを提供し、女性のニーズに対して情報に基づいた意

思決定ができるようにする。 
17. 必要な場合には、助産業務以外の追加の治療を女性に紹介する。 
18. 必要に応じて、情緒的、心理的、社会的支援を提供する。 
19. プライバシー、秘密性を確保しながら、SRH 問題を取り巻く偏見に対処する。 
20. 同僚が包括的な中絶ケアを提供できるように支援する。 

助産師が適切な教育を受けることを保証し、法改正を提唱し、偏見や良心的拒否などの制

度的課題に対処することによって、会員団体は、女性、女子、ジェンダーの多様な人々の

ための安全で効果的、かつ尊重された中絶ケアへのアクセスを改善することができる。 

*中絶の自己管理（SMA）は、以下を 1 つ以上実施できることを指す：薬物による中絶の適格性の自己

評価、医療従事者の直接的な監督なしでの薬剤の自己投与、中絶プロセスの成功（妊娠 12 週未満）の

自己評価。 
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**避妊の自己管理には、処方箋なしで経口避妊薬へのアクセスを保証すること、避妊注射薬を自己投与

することなどが含まれる。  
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